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（仮称）芽室町自治基本条例制定フロー図 
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検討経過（結果）報告 

住  民 （ 一 般 町 民 ・ 各 種 団 体 等 ） 

町 理 事 者 

管 理 庁 議 
（部長職以上） 

全 体 庁 議 

町 

各 

担 

当 

課 

（ 

町 

職 

員 

） 

町 議 会 

議員協議会 

総務常任委員会 

 

企 画 財 政 課 

・ 策定方法・スケジュール等 

  素案提出 

・ 会議資料提出 

・ 条例原案作成 

・ 他自治体との連携 

 （仮称）芽室町自治基本条例検討委員会 
 
 現在１５名で構成。（起草部会10名、ＰＲ部会５名） 
 
・策定方法（検討形式・手順等）、スケジュール等の検討・決定 
 
・会議資料に基づく検討 
 
・条文の素案への意見検討 
 
・町民への周知方法検討 
 
・その他 

先 進 ・ 参 考 事 例 自 治 体 

公
布 周 知 

周 知 

条 

例 

案 

説 

明 

・ 条例策定理由 
・ 検討経過 
・ 条例案 
などを随時報告 

内容精査・フィードバック 

内容精査・フィードバック 

内容精査・フィードバック 

【検討委員会委員】 
町民公募 

条例策定資料等提供 

情報相互提供 
情報収集 

町 

民 

へ 

の 

周 

知 

芽室町自治基本条例庁内検討委員会 

 町職員９名で組織する。 
 （各分野にわたる職員で組織） 
 
・会議資料に基づく検討 
 
・条文の素案への意見検討 
 
・町民への周知方法検討 
 
・その他 
 

地方自治法研究会 

情報交換・協力 

庁内検討委員会からの参加 
情報・意見交換 

【検討委員会委員】 
町民公募委員決定・参画 


